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令和７年厚木市農業委員会臨時総会議事録 
 

日 時    令和７年10月17日 金曜日 午前10時から午前10時20分まで 

 

場 所    農業委員会会議室 

 

出席者    会長 

13番 山 川 宏 司（議長） 

農業委員 

１番 小 池 よし子    ２番 常 盤   悟 

 ３番 大 塚 孝 雄    ４番 三 橋 能 弘 

５番 市 川 秀 夫    ６番 髙 澤 友紀子 

７番 大 貫 昭 司    ８番 伊 藤 洋 文 

９番 庄 司 隆 行    10番 髙 瀬 正 美 

12番 山 口   泉 (会長職務代理者) 

        

欠席者     11番 神 﨑 𠮷 男 

 

事務局出席者 事務局長 専任主幹 主幹兼農地管理係長 都市農業支援担当主幹  

農地管理係主事 

 

その他出席者 厚木市長 

 

 

 

議事日程 

１ 会長及び会長職務代理者の選出について 

２ 議席番号の指定について 
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<事務局長>  

 皆様、おはようございます。 

定刻となりましたので、ただいまから令和７年厚木市農業委員会臨時総会を開催させていただき

ます。 

本日の出席委員は12人で定足数に達しております。 

神﨑𠮷男委員から欠席の届けが出ておりますので、御報告いたします。 

初めに厚木市農業委員会憲章を朗読したいと思います。皆様、御起立願います。 

それでは、議案書を１枚おめくりください。私が前文を朗読いたしますので、一つ以降を御唱和

ください。 

 厚木市農業委員会憲章。 

 わたくしたち農業委員会は、豊かな自然環境と、先人の努力によって培われた農地を受け継ぎ、

緑みなぎる近代都市づくりをめざして、この憲章をかかげ力強く前進します。 

一つ、農業委員会は、自然環境と調和した、都市農業の確立に努めます。 

一つ、農業委員会は、農業相談活動の充実を図り、農業経営の安定と発展に努めます。 

一つ、農業委員会は、活力ある農業を築くため、構造政策と地域活性化の推進に努めます。 

一つ、農業委員会は、地域住民との交流活動を進め農業のあるまちづくりに努めます。 

一つ、農業委員会は、農業・農業者の代表として、誇りと責任ある行動に努めます。 

一つ、農業委員会は、農用地の確保と有効利用を進め、法令に基づく適正な農地行政に努めます。 

一つ、農業委員会は、農地銀行活動を確立し、農用地の流動化と集団化の促進に努めます。 

一つ、農業委員会は、産業としての農業を確立するため、担い手の育成と後継者の確保に努めま

す。 

一つ、農業委員会は、農業経営と暮らしの発展のため、情報の収集・提供活動に努めます。 

一つ、農業委員会は、農業者の期待と信頼に応え、新時代をひらく農政の確立に努めます。 

 

<事務局長> 

ありがとうございました。御着席願います。 

 厚木市農業委員会委員改選後の最初の総会につきましては、農業委員会等に関する法律第27条第

１項の規定に基づき、市長から招集させていただいております。 

ここで、山口市長から御挨拶をいただきます。山口市長よろしくお願いします。 

 

〔市長挨拶〕 

 

<事務局長> 

 ありがとうございました。 

本日は、初の顔合わせでございますので、ここで委員の皆様から自己紹介をお願いしたいと思い

ます。 

それでは、小池よし子委員から反時計回りでお願いいたします。 

 

〔各委員から自己紹介〕 
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<事務局長> 

 ありがとうございました。 

 山口市長は、この後、他の公務がございますので、ここで退席させていただきます。御了承くだ

さいますようお願いいたします。 

 

〔市長退席〕 

 

<事務局長> 

それでは、議事に入る前に、議長の選出について、御説明申し上げます。 

議長につきましては、厚木市農業委員会会議規則第５条に「会長は会議の議長となり議事を整理

する」とあります。 

本日は、農業委員改選後、初の総会でございますので、会長が選任されておりません。 

従いまして、議事を進める都合上、会長が決定するまで、仮議長を選出し進行をお願いしたいと

思います。 

仮議長の選出でございますが、慣例では、農業委員を経験されている方にお願いしております。 

本日の臨時総会もそのように進めたいと考えております。よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

<事務局長> 

 特に異議がないようですので、そのように進めさせていただきます。 

本日出席の委員のうち、小池よし子委員に仮議長をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

<事務局長> 

特に異議がないようですので、小池よし子委員におかれましては、仮議長席へお移りいただくよ

うお願いいたします。 

 

〔小池委員 仮議長席移動〕 

 

<仮議長> 

 ただいま御指名いただきました小池でございます。 

会長が選出されるまでの間、私が仮議長を務めさせていただきます。 

議事進行に御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

ここで、議事録署名人を選出したいと思いますが、議長指名でよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 
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<仮議長> 

 それでは、議事録署名人には、常盤悟委員及び大塚孝雄委員にお願いいたします。 

本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表のとおりでございます。 

それでは、日程に入ります。 

 日程１、「会長及び会長職務代理者の選出」についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

<事務局長> 

 ただいま議題となりました「会長及び会長職務代理者の選出」について、御説明申し上げます。 

 農業委員会等に関する法律第５条の規定に基づき、厚木市農業委員会会長及び会長職務代理者の

選出をお願いするものでございます。 

なお、選出方法につきましては、委員の互選によると定められております。 

以上でございます。 

 

<仮議長> 

 ただいま事務局から説明がありました会長及び会長職務代理者の選出について、委員の互選によ

る選出となりますが、どなたか立候補もしくは、推薦される委員の方はいられますか。 

 

<髙澤友紀子委員> 

 農業委員会会長には、山川宏司委員を推薦します。 

 山川宏司委員は農業委員４期目を迎え、農業関係における経験・知識を有し、前会長としての職

責、実績等は申し分なく、引き続き会長の職を務めていただくことが農業委員会の円滑な運営に寄

与することと考えます。山川宏司委員の他に会長職は考えられず、適任であると思い推薦するもの

でございます。 

 

<仮議長> 

 ただいま、髙澤友紀子委員から農業委員会会長として、山川宏司委員を推薦する声が上がりまし

た。 

 会長を山川宏司委員とすることに、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

<仮議長> 

 挙手全員。 

 よって、会長に山川宏司委員が決定いたしました。 

 続きまして、農業委員会会長職務代理者の選出となりますが、どなたか立候補もしくは推薦され

る委員の方はいられますか。 
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<山川宏司会長> 

 ただいま、会長に選出いただいたところですが、農業委員会会長職務代理には、総会等の会議を

始め、会長を全般的に補佐する役割を担っていただきたいと思います。農業委員会の所掌に属する

事項に関して多岐にわたりますので、利害関係を有しない方として選出されています委員の方に中

立的な立場で会長を補佐していただきたいものと考えています。 

 つきましては、山口泉委員が適任であると思い推薦するものであります。 

 

<仮議長> 

 ただいま、山川宏司会長から農業委員会会長職務代理者として、山口泉委員を推薦する声が上が

りました。 

 会長職務代理者を山口泉委員とすることに、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

〔挙手多数〕 

 

<仮議長> 

 挙手多数。 

 よって、会長職務代理者に山口泉委員が決定いたしました。 

 会長及び会長職務代理者が決定しましたので、ここで仮議長の任を解かさせていただきます。 

 御協力ありがとうございました。 

 

<事務局長> 

 ありがとうございました。 

 それでは、会長に選出されました、山川宏司委員と会長職務代理者に選出されました山口泉委員

につきましては、こちらの会長席と会長職務代理者の席へお移りください。 

 

〔小池よし子委員 自席へ移動〕 

 

〔山川宏司会長及び山口泉会長職務代理者 会長席及び会長職務代理者席へ移動〕 

 

<事務局長> 

それでは、ここで、お二方に御挨拶をお願いしたいと思います。 

まず、山川宏司会長からお願いします。 

 

〔会長挨拶〕 

 

<事務局長> 

 ありがとうございました。 

 続きまして、山口泉会長職務代理者お願いいたします。 

 

〔会長職務代理者あいさつ〕 
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<事務局長> 

 ありがとうございました。 

 それでは、厚木市農業委員会会議規則第５条の規定に基づき、以降の議事進行につきましては、

山川宏司会長にお願いいたします。 

 

<議長> 

 それでは、議事を進行したいと思います。 

日程２、「議席番号の指定」についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

<事務局長> 

 それでは、「議席番号の指定」について、御説明申し上げます。 

 議席につきましては、厚木市農業委員会会議規則第７条の規定により、あらかじめくじで定める

こととなっております。 

 先般、代表して山川宏司前会長にくじを引いていただき決定しておりますので、事務局より発表

いたします。 

１番 小池よし子委員、２番 常盤悟委員、３番 大塚孝雄委員、４番 三橋能弘委員、 

５番 市川秀夫委員、６番 髙澤友紀子委員、７番 大貫昭司委員、８番 伊藤洋文委員、 

９番 庄司隆行委員、10番 髙瀬正美委員、11番 神﨑𠮷男委員、12番 山口泉会長職務代理者、 

13番 山川宏司会長 

以上でございます。 

 

<議長> 

 ただいま事務局から議席番号の指定についての説明がありました。 

この議席番号でよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

<議長> 

 異議なしとのことでございます。 

事務局の説明のとおり議席番号について決することといたします。 

以上で本日の日程は終了いたしました。 

これをもちまして、令和７年厚木市農業委員会臨時総会を閉会いたします。 
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令和７年10月17日 

 

 議    長                           

 

 議事録署名人                           

 

 議事録署名人                           

 

 

 

 

 


